
  
  

平成 24 年 3 月 7 日 

報道各位                

住友不動産株式会社 
 

   住友不動産 「総合マンションギャラリー」 

＜防災対策展示コーナーを拡充＞ 
 
 

住友不動産株式会社（本社：東京都新宿区西新宿 2-4-1、代表取締役社長：小野寺研一）は、 

昨年 10 月にオープンした「総合マンションギャラリー」において、“防災対策展示コーナー”を

拡充いたしましたのでお知らせします。東日本大震災以降、弊社はマンションの設備・仕様の

見直しを行いましたが、この度、お客様にとってとりわけ関心の高い、“防災”関連の展示内容

を充実させたものです。 
 

「総合マンションギャラリー」は、“お客様の利便性と満足度の向上”を目的に、弊社が首都

圏で販売する全てのマンションの物件情報＊をご案内する施設として、交通利便性の高い都心 

5 ターミナル駅、「新宿」「渋谷」「池袋」「秋葉原」「田町」の徒歩圏に開設しております。物件

を探し始める前にいろいろ話を聞いてみたいというお客様から、特定の物件をご検討いただい

ているお客様まで、幅広いニーズにお応えするため、各館それぞれ①相談②選択③体感のセク

ションをご用意しております。＊平成 24 年 3 月 5 日現在 81 物件（販売予定含む） 

 

お客様には必要な情報をワンストップサービスで提供している点をご評価いただいておりま

すが、体感セクションの一層の充実を図るため、今回“防災対策展示コーナー”を拡充いたし

ました。 

 

◆ 防災対策展示コーナーの概要 

 
 

                             
安心してお住まいいただくための弊社の取り組みを 3 枚のパネル（次ページ以降ご参照）で

ご紹介するとともに、災害発生後に役立つ具体的な防災備品を、お客様ご自身の目で見て“ご

体感”いただけるように、実物※を展示しております。 

※「新宿」「池袋」「田町」の 3 館は 3 月末設置予定、「渋谷館」はパネルのみの展示となります。 

 

住友不動産グループ 

 防災対策展示コーナー（秋葉原館） 



＜パネル①＞ 

＜防災備品実物展示コーナー＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜パネル②＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜パネル③＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

◆ 分譲マンションの主な防災対策について 
 

昨年 3 月に発生した東日本大震災以降、お客様の“住まい”に対する安心・安全面への関心は以

前にも増して高まっており、弊社としても分譲マンションの設備、仕様について、下記項目の導入

を順次行っております。 
また、平成 23 年 10 月以前に着工した物件についても、建築工事の進捗状況等に応じて、可能な

限り下記項目を導入する方針です。 
なお、今後着工する予定の超高層物件については、免震構造ないしは制振構造を積極的に採用し

ていく方針としたことも併せてお知らせいたします。 
 

①平成 24 年 2 月以降にお引渡を開始する物件で原則導入する項目 
項目 備考 

防災マニュアル 災害時に身を守るための助けとなるよう、お引渡し時に住

友不動産建物サービス㈱より防災マニュアルを各戸にお渡

しします。 
※ 住友不動産建物サービス㈱が管理業務を受託する物件 

防災リュック 災害保存用飲料水、長期保存が可能な食糧等が入った防災

リュックをお引渡し時に各戸にお渡しします。 
 

②平成 23 年 11 月以降着工の全物件で導入する項目 
項目 備考 

防災備蓄品 地震などの非常時に備え、小型拡声器、救助用工具セット、

救助用ロープ、スコップ、防塵マスク、救急箱、非常用ロ

ウソクなどの防災備品を備えます。 
※ 物件規模により品目が異なります。 

家具固定用下地補強 万一の地震時による家具転倒予防として、居室・キッチン

の一部の間仕切壁等に家具固定用下地補強を施します。 

ホーム保安灯 停電時に自動点灯するホーム保安灯を住戸内の廊下に設け

ます。 
 

③平成 23 年 11 月以降着工の物件に規模等に応じて導入する項目 
項目 備考 

非常用発電機 大規模物件および中高層の物件に、地震などの災害時に万

が一停電しても、共用部の防災設備・保安設備に一定時間

電力供給できるよう非常用発電機を設置します。 
※ 被災の状況により電力供給が行えない場合があります。

下水道直結トイレ 
（非常用マンホールトイレ） 

災害時に敷地内のマンホールのフタを外して簡易トイレ

（洋式便座）を設置するだけですぐに利用できる下水道直

結トイレ（非常用マンホールトイレ）を設置します。 
※ 小規模物件を除く。 

防災井戸 災害時に水道や電気などのライフラインが停止しても、生

活するための雑用水を確保できる防災井戸を、大規模物件

の敷地内に設置します。 
※ 飲料水としては使用できません。 
※ 被災の状況により水が使えない場合があります。 

液状化対策 自治体発行のハザードマップや物件の地質等に応じて、万

が一液状化現象が発生した際の被害を低減するための対策

を施す基準を設けました。 
 

以上 
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